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提
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撮
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し
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
政
府
の
撮
影
し
た
映
像
を
報
道
機
関
に
提
供
す
る
際
の
基
準
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
府
の
諸
活
動
を
撮
影
し
た
映
像
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
仮
に
、
先
の
質

問
主
意
書
（
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
日
提
出
質
問
第
三
七
号
）
で
御
指
摘
の
番
組
に
関
す
る
御
質
問
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
二
月
七
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
三
七
号
）
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


